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D-113 KL-6（肺線維症） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、肺線維症に対する KL-6 の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 肺線維症では血清中の KL-6が上昇するので、特に特異性の高いマーカ

ーであり、他の肺疾患との鑑別に有用である。 

 


